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Ⅰ　序

ヒングステッド（Christian Ernst Hingstedt）は、
1804年に『複式簿記の商業簿記における新しい実
務の展開（Die neuern praktischen Fortschunitte im 
doppelten kaufumanischen Buchhalten）』をエルベ
河の河口のドイツにおける貿易港のひとつであるハ
ンブルグにおいて刊行した。

ヒングステッドは、すべての事業に対して単式簿
記（簡略化された複式簿記）でなく、複式簿記を採
用するよう提唱した。そこで、当時、多くの刊行さ
れていた単式簿記について批判的検討を加えてい
る。そして、小規模事業でも、複式簿記は適用可能
であるとし、その事例を示した。

簿記では、単式簿記（簡略化された複式簿記）に
しても、複式簿記にしても、「複式記入」の原理は
貫かれており、両者はこの基本原理を共有している
限り、複式簿記である。前者は、複式記入に基づく
ところの仕訳帳を省略するのを特徴とするが、それ
は「簡略化された」という文言で表現される。した
がって、折に触れて、簿記のなかで登場することに
なる。ドイツでは、仕訳帳が省略されたとしても、
複式記入を基底として簿記が展開されてゆく。ヒン
グステッドの複式簿記も、それを受継いでおり、仕
訳の機能を重視し、仕訳帳を採用している。

加えて、ヒングステッドは、商業帳簿について開
始財産目録から始まり、決算財産目録およびそれに
基づく貸借平均表へと導いている。しかしながら、
残高勘定が伺える決算のための仕訳まではするが、
この勘定の完成までには至っていない。この手順は

「期間ごとの商業帳簿の完結」と特徴づけられると
ころである。ドイツでは、この商業帳簿がイギリス
の影響を受けているが、どこまでこの特徴の影響を
受けているのかも検討する。

Ⅱ　複式記入と仕訳帳

単式簿記（簡略化された複式簿記）にしても、複
式簿記にしても、「複式記入（doppelte Eintragung）」
の原理にしたがって記録されている。取引には二重
性があるので、この複式記入は、数学の等式に依
拠するところの貸借平均（Übereinstimmung von 
Debet und Credit）の原則および記録の方式として
の仕訳の原則（Grunndzatz des Journals）を基礎と
している。したがって、まさに、この両原則が複式
記入の基礎となっているのである。

貸借平均は、簿記では、取引の二重性に起因し
て、ひとつの取引の一方の側、即ち借方ともう一方
の側、即ち貸方の価値が等しいことを現す。これを
等式で示すと下記の通りである。

借方（左辺） =  貸方（右辺）
簿記ではＴ字型の勘定で現すので、それを示すと下
記の通りである。

これをもとに、複式の勘定に記録する方法が仕訳
の原則である。仕訳の原則は下記の「図表－1」の
仕訳が想定される。

これを具体的に仕訳を表現するとき、ヒングス
テッドによれば、ドイツでは、頭に、借方を意味
する“Per”が、貸方を意味する“An”が付されている。
加えて、仕訳帳の左端では分数を示す形式で分子は
借方を、分母は貸方を示している。これらを用いた
仕訳例を示すと「図表－２」の通りである。（s.15）

勘  定

借 方（左 辺） 貸 方（右 辺）

ヒングステッドの複式簿記
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このような総合的仕訳は大事業では行われず、下
記のように簡潔なものとなっているとする。

Banco     :   an  Wolle
貸方については、そのほかに“an Waaren”または“an 
general-Waaren”と仕訳される。この場合のは、借方
および貸方それぞれ補助簿を必要としよう。（s.15）

ヒングステッドは、負債を取り上げて仕訳例を示
している。そこで、「私」を勘定記録の主体として
みると、「私にある者が負債を負っている額を、即
ちその額を支払わなければならない者を借方記入
し（belaste または debitire）、そして、その額を同
時に、目的物（Gegenstand）または事象（Sacke）
に対して貸方記入する（vergüte または kreditire）」
とする。これを反対側からみると、「私がある者に
負債を負った額に対してその者を貸方記入し、そ
れ故、同時に、私が負わせることとなったその額
を添えて目的物または事象を借方記入する」とす
る。（s. ２）これらを、正確に把握しようとすれば、
私にとって決してみのがせない「複式簿記」の唯
一の基本原理（Hauptregel）であるとする（s. ２）。
この仕訳例では、このように負債を中心として示し
ており、現金、債務者および債権者を基礎とする

「簡略化された複式簿記」の影響がみられる。加え
て、この例は、債務者が借方、そして債権者が貸方
としており、「代理人簿記」が基底となっている１）。

ヒングステッドによれば、複式簿記では、このよ
うに記録する仕訳帳において取引が勘定へ分解され
て元帳へ振替えられる。したがって、２つの帳簿が
基本となる。

日記帳は、複式簿記に当然に属する帳簿とは考え
にくいとする。というのは、日記帳は単式簿記（簡
略化された複式簿記）の帳簿としては必要とされ、
そこからすべての取引が転記されるが、複式簿記で
は典型的な日記帳についてはなじまないからである
とする。その理由として、単式簿記の記帳者は有能
な簿記方ではなく、すべて日記帳に集合させるべき
だとすると、もともとの簿記方にとって取引の記録
を容易にするというよりも、むしろ非常に困難に
しているとする。したがって、単式簿記では、銀行
帳、現金帳、仕入・売上帳を通じてしかみられない
ので、取引の補助の部分を明確に記録・保持するの
に日記帳は適するとしている。（s. ３）これからす
ると、逆に、上述の理由からして、複式簿記には日
記帳は適さないとする。したがって、ヒングステッ

１）百瀬房德、2017年、s.38. 
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図表－１ 仕訳の原則



－ 3 －

ドでは、複式簿記において日記帳は除外されている。
仕訳帳では、「月ごとに取引が集められ、関連づ

けられる。すべてが、優れて概観され、すべての時
間で、日々の取引の記録が要求されるところの紙面
に蓄積される」とする。（s. ３）この仕訳帳は、取
引を勘定へと分解し、複式記入の原理にしたがっ
て、体系的に配分する作業を行う。この勘定は、取
引について同一の特徴をもつ項目を集合させる場所
を指示する。勘定は、したがって、簿記における取
引記録の最小単位なのである。

ヒングステッドでは、仕訳帳および元帳が複式簿
記の中核となる。すべての事業で、複式簿記を提唱
しているが、もともと、一方では単式簿記（簡略化
された複式簿記）の方法で、もう一方では複式簿記
の方法でと、二者択一でどちらか一方というのでは
なく、複式記入を基礎として記入されるが故に、適
した事業規模に応じた複式簿記が選択されるものと
いえようとする。（s. ４）

したがって、ヒングステッドは、複式簿記の優位
性を呈示する。たとえば、ハンブルグの商館では、
取り上げることができるすべてで複式簿記により付
けられている状況がみられるとする（s. ４）。かく
して、複式簿記を採用する理由に３点があるとする。

第１点は、商人たる主人の損害（Schaden）とな
る、しのびよる誤り（Fehler）が、容易に発見され、
話題となりうることに単式簿記より利点をもってい
る。それにしても、簿記方に多くの項目を報告する
のを要求するのは不可能である。この状況は、わず
かな心づかいで、容易に予防され、少なくとも複式
簿記に影を落とすものではない。したがって、これ
は簿記方の意識の問題であるとする。

第２点は、単式簿記よりも、複式簿記は多くの信
頼をもって、ある者がいまだいくら負債を負ってい
るか、またはある者にいくら請求しなければならな
いかどうかという視点で見出すとする。（s. ５）こ
のことは、後日、顕在化する。複式簿記の方法で
は、簿記方は冷静に元帳の様々な借方を開き、即座
に、項目が支払われるかどうか、およびいつ支払わ
れているか見ることができる。（s. ５）

第３点は、年次貸借平均表の正確性が、さらに、
疑いないことを深めるものであるという単式簿記以
上の利点をもっているという。（s. ６）貸借平均表
について、補助簿からは何らかが忘れられているか

どうか、あるいは何らかが補助簿にさらに付け加え
られていないか、疑問の余地がある。このような疑
念は、取引が正確かつ秩序よく仕訳帳で処理される
とき、かつ貸借平均表の借方および貸方の支払が、
まったく充分に元帳により貸借平均されるとき、複
式簿記では疑いが取り除かれるとする。（s. ６）

これらの点で、確信をもって、確実に単式簿記で
付けられる帳簿によって記録されているとしても、
この中心となる論点からして、おそらく、わずかな
帳場でしか引き出せないのではなかろうかと疑問視
する。（s. ６）したがって、単式簿記は一般的でな
いとする。それ故、複式簿記の利点のほうがよしと
される。

当著では、さまざまな箇所で「簿記方（Buchhalter）」
が記録担当者として登場してくる。この簿記方は主
人より事業を預かって記録することを前提としてい
る。その帰結として、簿記方は、「積極側の財は、
主人より預かったものであり、したがって、債務者
は、主人に対して債務を負っている」と理解する。
それに対して、「消極側の財は、財そのものの「出」
を意味し、積極側に対する控除要素である。そし
て、消極側の債権者は主人に対して債権をもってい
ると理解する。それ故、与信者とも称する。」かく
して、積極側では、財と債務者を記録し、消極側で
は債権者または与信者を記録する。この方法は、知
識をもった奴隷であったが、専門家としての簿記方
が登場し、主人に代わって記帳することになった

（代理人簿記）。簿記そのものは、一般に、理解する
のは難しく、簿記方を育てる教育が行われていたと
いえよう。たとえば、ブュッシュが主導したハンブ
ルクにおける商科アカデミィーのような教育機関は
その一例であろう。

Ⅲ　勘　定

（１） ドイツ語化運動と勘定
勘定は、簿記における基本的用語で、簿記のシス

テムにおいて、取引の内容を現す最小単位である。
この勘定は、ドイツでは、イタリアを起源としてオ
ランダ、フランス等とイギリスから摂取される。こ
のドイツでは、18世紀の中葉に至るまでに、外国
語から母国語へと浄化する作業を開始した（ドイツ
語化運動）。しかしながら、簿記書に関しては、イ
タリア語およびフランス語で溢れていた。ドイツに
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とって、このばかげたことは、一部続き、完全に一
掃することができず、商人が自身の母の言葉には
じていて、まったく時だけが過ぎたのであるとす
る。ただし、プロイセンにおける「プロイセン一般
国法」の発布はドイツ固有の法として発布したもの
で、ドイツ語化の一環であった。

勘定のドイツ語化について、ヒングステッドは「何

故に、我々は、外国の慣用（fremder Redensarten）
の荒野（Wuste）より我々をまったく解放し、そし
て、我々に一貫してドイツ語のみの印刷物をもたら
さないのか？」（s. ９）としている。そして、下記の
ように、事例を示している。特に、“Conto”を省略
している。

イタリア語またはフランス語 ドイツ語

ａ） Banko-Conto ａ） Banko

ｂ） Cassa-Conto ｂ） Cassa

Waaren-Conto Waaren

Wechsel-Conto Wechsel

Interese-Conto Interese

Haushaltung-Conto Haushaltung

Handlung-Unkosten-Conto Handlung-Unkosten

ｃ） Mio-Conto（M/C） ｃ） Meine Rechnung（M/R）

Suo-Conto（S/C） Seine Rechnung（S/R）

Loro-Conto（L/C） Ihre Rechnung（I/R）

Nostro-Conto（N/C） Unsere Rechnung（U/R）

ｄ） Canbio ｄ） Wechsel

ｅ） Diverse Debitores ｅ） Verschiedene Debitoren

Diverse Creditores Verschiedene Creditoren

ｆ） Conto à meta ｆ） Zur Hälfte

Conto à tertia Zum Drittheil

ｇ） Creditores à Deposito ｇ） Creditores auf

Debitores à Deposito Debitores auf または

Laut Verschreibungen

ｈ） Cargaison または Cargason ｈ） Waaren in London

（地名により商品の在高を示す）

ｉ） Haushaltung-Unkosten ｉ） Haushaltung

または Haushaltungskosten

または Spensen-Conto

ｋ） Simile または dito ｋ） An dieselbe

ｌ） à London, à Lübeck, または à mallaga ｌ） in London, in Lübeck, または in mallga

ｍ） 前ページでConto nuvo または Conto novo、 ｍ） 前ページでpr. Balanz および an Balanz、

次ページでConto veteri または Conto vechio 次ページで auf neue Rechnung および von alter

Rechnung
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（２） 勘定の運用

ヒングステッドは、勘定の多さと複雑さについ
て、「自ら不器用でないとする簿記方でも、しばし
ば生活または仕事を困難とする主な事情とは、多く
の勘定の多様なことおよび似ていることが元帳に存
することである。それによりいとも簡単に取り違
えに陥る」（s.16）とする。そこで、勘定の運用に
当たって、整理・統合する必要があろう。その際、

「勘定が該当したが、しばらくして意義をもたなく
なったものもある。しかし、その勘定の名称がなく
ても取引では慣用されるものもある。勘定は年度末
に広範に確かめ、かつ期首から期末まで一貫して使
用されることになる。」（s.16）とする。

ヒングステッドは、勘定の多様性および類似性よ
り出発して、これをどう処理するのかについて提言
している。即ち、これには事業ごとに特性があり、
どの勘定を採用するのか、そして、一度採用された
ならば、一期間採用されつづけなければならないこ
とを提言している。

さまざまな取引が事業ではなされるが、ひとつ
の固有の取引にはなりえないものもある。これ
は「様々な勘定」へと集められる。ヒングステッ
ドでは、債務者、債権者、商品、現金等々がそれ
にあたるとしている。債務者には「様々な債務者

（Verschiedene Debitoren）」、 即ち借方が、債権者
には「様々な債権者（Verschiedene Kreditoren）」、
即ち貸方がみられる。商品については、多数の種類
の取引をすれば、それぞれの商品勘定を必要とす
る。それを処理するのに、すべてを１つの勘定にま
とめ、一般商品勘定（General-Waaren）または商
品勘定（Waaren-Conto）として統括勘定で処理し、
個々の商品は補助簿たるここの商品勘定で処理す
る。現金では、多くの他国との取引による鋳貨の種
類について、そのほか為替換算差額について、また
は利息について統括勘定と補助簿の関係が生ずる。

ここでは債務者については「債務証書による債務
者（Debitores laut Verschreibungen）」とし、債権者に
ついては「様々な債権者（Verschiedene Kreditoren）」
としている。ヒングステッドがこれらを例示してい
るので「図表－３」に示す。

図表－３
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さらに、勘定システムにおける個々の勘定の位置
付との関連で、勘定への記録の誤りについてヒング
ステッドは論じている。まず、同一の氏名で居住地
が異なる２名について、本来記録すべき者に記録し
なかったことから生ずる。次に、手形について、割
引が行われたとき、手形勘定で処理すると、実際の
現金の受取額は割引額分少なくなるため混乱が生ず
る。さらに、委託商品について、委託商品勘定と
商品勘定を取り違えする場合があるとする。（s.19）
確かに、このような問題は起きうる。しかしなが
ら、このような記録違いは、勘定システムの問題で
はなく、簿記方の簿記に対する知識とその運用の問
題であろう。

（３） 特殊な勘定
ヒングステッドは、特殊な勘定として、海損

（Havarie）およびメッセ（Messe）についての処理
を掲げている。

海損について、ヒングステッドは「誰でも、対象
を保証し、船員が災難にあったことを知り、損傷

（Schaden）または損害（Havarie）を、海損精算書
（Dispache）にしたがって、銀行貨幣（Bankogeld）
で償却する」としている（s.20）。

銀行貨幣で保険を支払った時：
（Per）Assecuranz-（Conto）　　（an）Banko-（Conto）

損害について銀行貨幣で受け取った時：
（Per）Banko-（Conto）　  （an）Havarie-（Conto）von

dem Schiff, genannt;
N. N. Schiffer  N. N.

この貸方の損害は、保険の支払時の保険料で補償
されよう。ヒングステッドは、この全プロセスにつ
いて下記のように要約している（s. 20／21）。

（a） 保険に該当する損害保証金が支払われる
時、事業経費（Handlungskosten）に対
して借方記入する。

（b） 損害に対する前払い（Einschuss）が、
補償される商品についてなされるなら
ば、それに対して、固有の勘定（eigene 
Konto）を形成する。たとえば、船舶：
Boysen von Philadelphiaに 伴 う 財 の 損
害。 ― Livorno向 け の 船 舶；Carstenに
伴う財の損害、そらについて借方記入す
る。この勘定では、そこで、後に前払い

の２／３の保険料が再び、貸方に記入さ
れる。そこで、この勘定で、その直後、
支払うべき、または払い戻されるべき損
害保証金が、保険会社により発生した損
害の支払のように、海損精算書に従って
記載されている時、これらを一般または
個別の商品勘定に従って、海損問題にか
かわるところの勘定へともたらす。

（c） 事業主が海損事件で交渉役（Mitdeputier）
であり、したがって、支払または取立
を行っているならば、それに対して、
さ ら な る 特 別 の 勘 定 を 形 成 す る。 即
ち、Havarie des Schifs und Ladung；
Elisabeth, Capten, Henzer von Lisab。こ
れらの勘定は、最終的に、ほとんど自ず
と貸借平均する。

商人たる保険事業者についてみれば、ヒングス
テッドによると下記の４項目を掲げている。

ａ）一定の仲立人（Makler）により、商人の
すべての保険がその商人固有の商品に掛
けられるとすれば、それに対して固有の
勘定をもたらす。即ち、その固有の勘定
に契約された保険について、保険金勘定
において、保険料（Premie）の額を貸方
に記入する。そして、返還（Rückgaben）
および損害（Schäden）に対するのと同
様に、保険料が銀行で支払われる時、そ
の固有の勘定に借方記入する。

ｂ） この勘定、即ち”Assecuranz-Rechnung“が
適切でないとするならば、この勘定に代
え て”Verschiedene Versicher“が 多 く 用
いられている。

ｃ ） 保 険 金 勘 定 は、 実 行 さ れ た 保 険
（gemachten Versicherung）に伴う保険
料の額に対して貸方記入される。した
がって、私的保険業者そのものが、保険
を掛ける者の危険の一部を引き受けるな
らば、この勘定は、保険料の支払いにつ
いて保険金勘定の借方に記入する。

ｄ）保険金勘定は、一方では、見積り表
（Zeichnungen）により、現金収入があ
り、貸方記入し、他方では、実際の損害
の発生により、現金支出がある。この勘
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定では、通常、補償額がこの額をはる
かに超え、それ故、さらに流出されな
いからして、損益を通じて、年度末に

切り離されてはならないところの余剰
（Ûerschuß）を発生させる。

ここで、（a）、（c）および（d）について会計処
理を図示すると「図表－４」の通りである。

保険金勘定借 方 貸 方

銀 行 勘 定     ・ ・ ・ 銀 行 勘 定    ・ ・ ・

借 方 貸 方

保 険 金 勘 定     ・ ・ ・

事 業 利 益              ・ ・

残高（契約進行中）      ・ ・ ・

（d）

保 険 金 勘 定 ・ ・ ・

（a） （c）
銀行勘定

「図表－４」の保険事業者の保険金勘定で解説す
ると下記の通りである。

（a） は、保険金勘定において保険者が銀行勘
定で受け取り、保険に対する責任を現
し、貸方に記入される。この保険契約に
よる保険料率は「補償の範囲、船舶の内
容（船種の用途、船質、推進、総トン数
等）、運行形態（航路、乗組員の資格等）、
さらに、保険契約者の事故歴等を考慮し
て決定される」とされている。

（c）は、実際に損害が発生した時、保険事業
者が船舶、商品等に対して契約に基づい
て、損害の査定により支払う保険金であ
る。

「図表－４」では、（a）および（c）より、保険金
勘定の貸借には差額が生ずる。借方では、実際に契
約に基づく履行が終了した項目のみが示され、その
なかに含まれている余剰が利益として把握される。
さらに加えて、進行中の契約額は勘定の貸方に残る
としている。この帰結として、保険金事業では、保
険金勘定の借方で主たる事業の利益が、契約進行中
の額と共に把握され、勘定が締め切られることにな
る。

次に、メッセ（Messe）についてである。ヒン
グステッドは、ハンブルグにおいて刊行してい

る。したがって、当時のハンブルグの状況を反映し
ている。そのひとつが、商人がメッセ開催地へ旅を
する時の帳簿の処理である。

メッセに関する勘定は、旅に出かけるため、一
般の勘定と区別される。メッセ現金または旅現金、
メッセ手形勘定、メッセ帳または旅帳（商品勘定に
当たる）等が用いられる。

ヒングステッドによれば、勘定または帳簿は、複
式の方法で下記のように記録されるとする（s.24）。

（a） メッセ現金または旅現金を設ける。これ
に国外の場所より現金または手形で送付
されるところの現金を現金勘定におい
て、手形を手形勘定において借方記入す
る。

（b） メッセまたは旅から店へ戻ると、ただち
に、その帳簿に従って、このメッセ現金
または旅現金に、すべての受け取った現
金について借方記入する。そして、これ
によって、すべての人名勘定について、
商人が支払ったものを貸方記入する。

（c） メッセ帳簿または旅帳簿に、発生する経
費（Unkosten）は、メッセ現金勘定ま
たは旅現金勘定に貸方記入する。そし
て、各々のメッセ勘定または旅勘定に借
方記入する。それ故、メッセ帳簿または

図表－４ 保険事業者における会計処理
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旅帳簿がその費用に対して発生させると
ころの帳簿に表示することができる。

メッセそのものは、18世紀において、エルベ河流
域では、ライプツィヒが活況を呈していた。ライプ
ツィヒは、ドイツ内陸にあって、ハンブルグ、オー
ストリア帝国、東欧、地中海と結びついていたので
ある。商人は、メッセへと出向きそこで盛んに取引
をしたのである。その意味で、商人のメッセにおけ
る会計処理は重要であった。しかしながら、経済の
発展により次第に消滅の運命をたどることになる。

Ⅳ　複式簿記による事例

ヒングステッドは、ここまで論じてきた複式によ
る簿記について試論を展開してきた。ここでは、単
式簿記（簡略化された複式簿記）に対して、複式記
入そのものを表現する場としての仕訳帳が取り入れ
られている。したがって、小規模事業同様に、ヒン
グステッドでは、仕訳帳は重要な要素となる。その
際、銀行勘定、現金勘定、およびその他、手形勘
定、商品勘定、掛売買勘定等の一般取引について仕

訳例を示している。ここでは、１ヶ月ごとにまとめ
られた仕訳である。そして、この仕訳では、仕訳の
下に取引の詳細が示されており、仕訳帳は、まさ
に、「仕訳帳的日記帳」といえよう。したがって、
複式簿記では、日記帳は適しておらず、日記帳は除
外されている。しかしながら、１ヶ月ごとに、集約
して仕訳をするため、日々の取引の詳細を記録する
補助簿を必要とする。その補助簿については、月の
日付の前にもたらされた補助簿のページ数を付すな
らば、優れているとしている（s.40）。補助簿につ
いては、ここでは、具体的に取り上げられていな
い。

ヒングステッドの取引事例は、銀行取引、現金取
引およびその他一般よりなっている。まず、銀行

（Banko）勘定は、当事例では、借方、銀行勘定に
対して貸方には22項目ある。そのうち11項目につ
いては示すが、残りの11項目は勘定科目のみを示
す。勘定の貸方のみ“An”が頭に付されている。

ヒングステッドの借方の仕訳事例は「図表－５」
の通りである。

図表－５ 銀行取引の事例（借方）
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銀行勘定では、貸方に対応する借方には21項目
が例示されているが、そのうち９項目については示
すことにが、12項目は勘定科目のみを示す。ここ

では、勘定科目の前に借方を示す用語は記されてい
ない。これを示すと「図表－６」の通りである。

図表－６ 銀行の取引事例（貸方）
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多くの取引事例が、銀行勘定で示されており、現
金勘定では事例は少ない。銀行事業が発展していた
ことが伺える。現金勘定の借方に対応する貸方は４
項目、そして貸方に対応する借方は６項目よりなっ

ている。現金勘定の借方に対応する貸方を意味する
用語“An”が付されているが、現金勘定の貸方に対応
する借方を意味する用語は付されていない。現金勘
定の仕訳を示すと「図表－７」の通りである。

図表－７ 現金の取引（借方）
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図表－８ 現金による取引（貸方）
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銀行取引および現金取引以外の様々な取引が、そ
れぞれの固有の勘定で処理される。仕訳では、諸口
である勘定数を指示する数字が勘定の頭に付けられ

ている。借方では「14債務者勘定」、貸方では「13
債権者勘定」となる。加えて、借方では頭に符号を
付けていないが、貸方では符号“An”を付している。

図表－９ 現金による取引（借方・貸方）
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Ⅴ　複式簿記による決算

決算は、ヒングステッドによれば、年度の通常の
貸借平均表（Bilanz）の作成へと行き着くため、簿
記方の仕事の重要な部分であり、しばしば事業全体
の記帳（Eintragung）よりも骨の折れるものである
とする。（s.42） したがって、損益勘定および貸借平
均表の作成が特殊であり、困難な作業であるとする。

ヒングステッドはそれについて５項目を掲げてい
る。（s.42）

第１は、すべての元帳の勘定が順次慎重に掲げら
れなければならないとする。その際、例示として、
買掛金について、相当の期間を要するが、手形が振
出され書き留められなければならないとする。これ
は、損益勘定および貸借平均表の作成の前に勘定の
整理の必要性を説いたものとしている。

第２は、仕訳帳および元帳の複式簿記における関
係が記帳における正確性をもたらすとする。要す
るに、簿記方に拠れば、記録されるまるまる１年
に、・　・　・　各々の項目をそれが正しく、かつ
適切なページへ記入されているかどうか、元帳の勘

定で求められなければならない。その帰結として、
いうまでもなく、誤り（Fehler）がそれによって見
つけだされるとする。その際、簿記方は、貸借平均
表が対象とされなければならないとすれば、この仕
事に取り組むべく願うよう余儀なくされる。した
がって、仕訳帳のページを行きつ戻りつ作成される
よう余儀なくされる。それにもかかわらず、この検
証または再検証が行われなければならないとする。

第３は、貸借平均表を作成するとすれば、日記帳
（Memorial）より伝えられる、または12ヶ月におい
て導き出される非常に多くのものを集計する。ただ
し、貸借平均表を作成するには至っていないし、ま
たは日記帳は複式簿記では除外されている。集計項
目には元帳を補足すべく、商品の計算帳において
計算される経費（Unkosten）、保険料（Assuranz）
等々、さらに、外国との取引について計算された
経 費（Unkosten）、 手 数 料（Provision）、 仲 介 料

（Coutage）、郵便料金（Briefporto）等々が必要と
されたとする。

第４は、元帳における基本的原理は、貸借平均
（Balanz）へと行き着く。ヒングステッドは、この原
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理を基にして、諸勘定より損益（Gewinn=und=Verlust）
を導引き出す。そして、借方に損失（Verlust）、貸方
に利益（Gewinn）より余剰を把握する。損益勘定を
完成させている。この残余として把握される額を資
本金勘定に対して借方記入（利益が出たとき）する
か、または貸方記入（損失が出たとき）するとする。
第１～３において、複式簿記そのものの基本を示し、
その帰結として、損益の算出のため、損益勘定を完
成させているのである。このことは、次の貸借平均
表についても言える。

すべての解消されない残高を債務者（Debitoren）
お よ び 債 務 者（Kreditoren） の も と、 仕 訳 帳 に
お い て、 ま た は、 よ り す ぐ れ て、 貸 借 平 均 帳

（Bilanzbuch）において並べる。その帰結として、
債務者の総額が債権者の総額と等しくなれば、貸借
平均表（貸借対照表）は完成されるとする。しかし
ながら、ヒングステッドは、仕訳帳において総合的
な仕訳を債務者と債権者について示しているが、残
高勘定へとは導いてはいない。

第５は、勘定の締切についてである。ヒングス
テッドは、簿記方は、元帳の各勘定について締切ら
ねばならず、手許に残高がある場合に、借方（債務
者）または貸方（債権者）に存在することになる。
この貸借平均について分析してみると、この作業の
繁雑さは、貸借平均ばかりでなく、進行している
か、または対応しなければならない補助の作業にも
あることが明らかとなる。したがって、この補助作
業がうち切られるが、非常に容易に行われると理解
することができないのは明らかであるとする。かく
して、勘定の締切りは、残高が生ずるとき、貸借平
均して締切られる。すべての勘定の残高が集められ
て仕訳が行われる。しかしながら、この仕訳は、貸
借平均勘定（残高勘定）へ振替えられていない。そ
れ故、複式簿記を完成するための残高勘定が作成さ
れていないのである。その理由は、勘定の締切の方
法にある。ここの元帳の残高のある勘定を貸借平均
して締切るとき、その残高に対して「次期繰越」と
記入して締切るイギリスの方式を取り入れているこ
とによる。そして、この締切方法によれば、簿記は
ここで完結してしまい、これ以上進めることができ
ないのである。残高勘定への仕訳は、イギリス方式
を採用するのであれば、ないのであるが、敢えて仕
訳をしたのであれば、ヒングステッドは、矛盾を犯

したと言わざるを得ない。

Ⅵ　結　語

簿記で核心となるのが、「複式記入の原理」であ
る。この原理は、２つの原則からなっている。ひと
つは、取引の二重性に基づくところの「貸借平均の
原則」であり、この原則は、数学の等式によるとこ
ろの借方（左辺）が貸方（右辺）と等価であること
による。もうひとつは、「仕訳の原則」であり、借
方には資産の増加、負債の減少および資本の減少
を、そして、貸方には資産の減少、負債の増加およ
び資本の増加を記入するとする原則である。

この「複式記入の原理」を表現するのが、仕訳帳
であり、そこでは、取引が分解されて借方と貸方に
表現される。この分解では、取引のうち同一の性格
をもつものを集合させたところの元帳における勘定
をもたらす。この仕訳された勘定は元帳へと転記さ
れる。したがって、勘定は取引の最小単位として簿
記では取り扱われ、簿記における内容を構成する。

それゆえ、簿記では、複式記入の原理の表現の場
として仕訳帳が用いられる。この仕訳帳では、取引
を勘定の単位として分解する機能をもつ簿記の核心
部分であるが、ひとたび仕訳がなされた以降、実用
性（usefullness）がなくなる。そこで、仕訳を想定
して、直接元帳の勘定へ記入するという記帳方法が
登場する。それがイギリスで発展した単式簿記（簡
略化された複式簿記）である。この簿記はドイツで
も摂取された。それ故、多くの単式簿記（簡略化さ
れた複式簿記）の著作が刊行されたとされている。
この簿記は小規模で、現金、債務者および債権者の
勘定で記録可能である場合ならば、適用されるが、
経済が発展して規模が大きくなるに従って、上述以
外の勘定、特に商品取引が多くなると、適応しなく
なる。

複式簿記は、このような「簡略化された複式簿
記」ばかりではなく、ヒングステッドによれば、す
べての事業に対して適用可能である。即ち、小規模
事業でも、大規模事業でも、複式簿記は適用可能で
あるとする。したがって、小規模事業につづいて、
大規模事業に対しても複式簿記を展開している。特
に、大規模事業での複式記入による仕訳機能を重視
し、仕訳の事例に重点を置いているといえる。そこ
で、仕訳帳では、現金勘定にかかわる取引、銀行預
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金にかかわる取引、そして、そのほかの事業にかか
わる取引の事例が示されている。現金および銀行預
金のみでの簿記による取引の把握を越えて、取引を
把握するよう余儀なくされる経済発展がこの状況を
もたらしたといえる。特に、商品の売買、遠隔地と
の取引、船舶輸送、保険、委託売買、郵便料金等々
が見られるのは、その証である。

さらに、事業では、毎年決算が行われるが、この
決算について論述はなされているが、仕訳までは示
されるが、この仕訳が振替えられて損益勘定および
残高勘定の作成に至る例示はみられない。ゲアハル
トが財産目録の作成までに留まっているのに比較し
て一歩前進ともいえよう。これについては、複式簿
記による、仕訳だけでなく、全体の構図をみてとれ
る例示が待たれる。
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